
地域担当職員の業務とは 

 

地域担当職員は、公民館を拠点にして、持続可能な社会地域づくり

に向けて、地域団体の活動支援を行っています。 

具体的には以下の業務を行います。 

 

１，地域活動支援及び地域協働推進に関すること 

・地域団体に対する地域活動の促進や団体間連携の支援 

・地域団体からの相談対応、市役所・区役所などへの取り次ぎ 

・地域の活動や会議への出席 

・地域のまちづくり推進活動への支援  など 

 

２，人づくり講座の企画実施に関すること 

・地域活動を始めるきっかけづくりや担い手づくりなどに  

つながる講座の開催  など 

 

３，公民館事業の事務補助に関すること 

・電話、窓口対応 

・公民館主催講座の補助  など 

 

４，公民館室貸与業務に関すること 

・貸室受付、予約、収納対応  など 

別紙 


